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資本主義下 の租税 にか ん して,最 後に と りあ ぐべ き重要 な論 点は,租

税負担 をめ ぐる問題である。租税負担の資本主義 的階級性 一般 に 「不

公平税制」 と呼ばれ る問題一一 がす なわ ちそれ であ る。資本主義下 の租税

問題 は,つ まるところ,こ の点に集約 され る とい って よい。

すでに述べた とお り,課 税権者 と しての国家は,「 中立的」な 「第三者」

ではな く,事 実上の総資本(現 代資本主義のもとでは,と りわけ総独占資本)

であ るか ら,0般 に原則 として,必 要財源いいか えれば租税 負担 を資本 の

側 にではな くs労 働 の側 に可能 なかぎ り求め ようとす る。個別資本の次元

におけ る最大限の利潤追 求 とい う性 向は,総 資本の次元においてはT最 大

限の大衆負担 に よる税収確保 とい う傾 向 とな って必然的 に現われ るか らで

ある。

このために,一 般 に担税 力の豊か な資本の側には相対的に軽 く,逆 に担

税 力に乏 しい労働の側 には相対的に重 くとい うのが 本来は この逆 であ

ー,て然 るべ きなのなだが一… 資 本主義下 の租税 負担の0般 的傾 向 とな る。

この意味 で,不 公平税制 は資本主義的労資関係の必然的な一反映 であ り,

したが って また経 費 とともに租税 と税制 も,資 本主義的政 治(総 資本によ

る階級支配)の 数量的表現 とい って よい。

た しかに資本主義の国家は,国 民所 得の一定部分を租税 とい う形で権 力

的 に調達 し,そ してそれ を種 々な経費支出をつ うじて再び国民経済や家計

へ"還 元"す る。 この意味 で国家は,形 式的には,財 政 をつ うじて国民所
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得 の 「再 分配 」 を行 う。 しか し,こ うした形 式 の所 得 の 「再 分配 」 も,そ

の実 質 は,国 民 間 の所 得(資 産)の 不 平 等 な1、・し格 差 を 真 に是 正す る もの

では あ りえ ない。 結 果 的 には,む しろそ の拡 大 を推 進 す る とい 一,てよい。

とい うの は,第 … に,国 家 に よる所 得 の 「再分配 」 に よって も
,国 民 間

の所 得(資 産)の 不平 等 と格差 を 生 み だ す基 本 的 原 因 そ の ものは 取 り除 か

　 ま 　

れ るわ け では な いか らで あ り,ま た 一一一一一に,国 家 に よ る所 得 「再 分 配」は ,

社 会政 策 的 配慮 に も とつ く政 治的 手段 と して消 極的 に実 施 され る以上 の も

の では な いか らで あ る。 そ して実際 この こ とは ,国 税庁 に よ ・,て毎年 公 表

され る 「高額 納 税 者 公示 」((2)の7参 照)に よ って も,国 民 間 に お け る所 得

や 資産 の不 平 等 と格差 が年 々傾 向的 に 拡大 してい るのを み て も間 接的 に一一一

一 納 税額 の背 後 に膨 張 す る所 得や 資産 があ る一…一実 証 され て い る とお りで

あ る。

普通 に不 公平 税 制 とい えば,い わ ゆ る9・6・4が しば しば 想 起 され が

ちで あ る。 そ してそれ が 問 題 の核 心 を なす か の よ うに い われ が ちで あ る
。

この意味 それ 自体 は,課 税 所得 の捕 促率 が サ ラ リー マ ンの場 合は9割
,自

営 業者6割,農 民4割 とな って い て,こ の ため に 課税 の 不公 平が 生 じる こ

とを 指 して い る。 あ るい は10・5・3・1(サ ラ リzン10割 ,自 営業者5

割,農 民3割,政 治家1割)と いわれ る こ と もあ る。 こ うい う事態 が 生 じる

のは,給 与所 得 が源 泉 徴収 とな って い るの に ,事 業所 得 が 申告 納税 に な っ

て い て収 入漏 れ や 申告 不足 が 生 じる可能 性 が あ る こ と,ま た 事 業所 得 の場

合,家 族 に対 す る給 与 の支 払(専 従者給 与)や 事 業 主 本 人に 対 す る給 与 の

支払(事 業 主報酬)が 認 め られ,そ れ に よ る特 別 の控 除 に よ って 課 税 所 得

を よ り小 さ くで きる こ とな どの ため で あ る(第9図 参照)。

この よ うに主 と して納 税方 法 や制 度 に起 因 す るサ ラ リーマ ン
,自 営 業者,

農 民 間 の租 税 負担 の不 公 平が 多かれ 少 なかれ 存 在 す る こ とは事 実 であ る
。

そ して これ も早 急 に 解 消 され なけ れ ば な らな い こ とは い うまで もな い。 し

か し,こ の種 の 不公 平 は 不 公平 税 制 の重 要 な一環 では あ るが ,そ の核 心 を

なす もの では な い。 資 本 主義 下 の 不公 平 税制 の核 心 を なす 問 題 は ,あ るい
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第9図 い わ ゆ る9・6・4の 実 態

醗 ラリ_ン 給与語 500乃 円

雄是獣衛
(2)自営 業 者(み な し法 人)

匡甕麺「」耐響1田
(注)試 算 の 前 提

U)年 収677万 円 … 給 与・所 得 控 除177万 円=年 所 得500万 円 。

(')年 間 売}二 高3,70{}万 円 一 仕 入代 ・必 要 経 費 等3,2〔 〕O万Ilj

工 年 所 得500万 円 。

出 所:「 朝 日新 聞1'8k;・m・24

粗
34.1

副
26.6

は そ の本 質 的問 題 は,す で に述 べ た とお り,主 と して資 本 と労 働 との あ い

だ の 不公平,と りわ け 現 代 でい えば 独 占資 本(巨 大法人,超 高額所得者)と

労 働(サ ラ1ト マ ン,自 営業蓄 農漁民な ど)の あ い だの 不 公平 であ る。 こ こ

に 問題 の核 心 が あ る。 この意 味か らすれ ば,9・6・4は 同 じ労 働 の側 の

内部 の 不公 平 で あ って,第 二 義的 問 題 とい って よい。 この点,意 識 的 か無

意 識 的 か別 と して,し ぼ しば 無 視 され が ち で あ るだけ に,と りわ け重 要 視

され なけ れ ば な らな い。

こ う して,資 本 と労 働 とのあ い だの租 税 負担 の 不公 平 をそ の 本質 とす る

不公平 税 制 はr資 本 主義 とその 財政 に とって,偶 然事 で は な く多かれ 少 な

かれ 必 然 的 な一随 伴物 を なす 。 逆 に い えば,資 本主義 の枠 内 で どの程 度 ま

で 不 公 平 税 制 を 是 正 で きるか い なか は,労 働 の側 働 労国民)の 租 税 問 題

にか んす る認識 と政 治 的 力量 の成 長 い か ん にか か って い る とい うこ とで も

あ る。

この よ うに不 公平 税 制 は,一 般 に 資 本主 義 の常 態 を なす の で あ るが … 一
く)1

そ して事 実,戦 後 わ が 国 に にお いて も種 々な 不公 平 課税 が存続 した一一一一,

そ の不公 平 税制 が1987年 度 に始 ま るいわ ゆ る税 制抜 本 改革 に よって一段 と

拡大 され 鶏 ㌧ 般 国民の立場か らすれば 「改革」 とい う名の"改 悪"で あ
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第25表 租税負担の増大

1934～36年 度

55

60

65

70

75

so

85

90(当 初)

(注)

出 所.

一　 一一 一鼎 　

1人 当 り魚担額(円) 租税負担率

里_.型 獲
国 『一視 τ}

方..
(駄琵)

一 冊一 『 皿→-m_} __凹

18 27 ]2.9

10,XOO 14,776 18.1

19,290 27,259 19.2

33,398 49,176 18.4

75,001 111,181 18.9

129,71U 202,625 18.3

242,567 378,447 22.8

323>743 516,553 24.6

491,875 718,161 28.3
}　

一一}欄 一r

負担 率は國税 ・地方税計の分であ る。

前出r月 報』 より

る。 そ して そ れ を 象 徴 す る のが,政 府 公 約 違 反 の 「消 費 税 」 の 強 行 導 入

(89年4月)で あ る。 そ こで 以 下,不 公 平税 制 が どの よ うに 存在 し
,ど の

よ うに拡 大 され た か,国 税 を 中心 に そ の現 状 をみ てお こ う
。 そ して,そ の

こ とは 同時 に 国民 的 立場 に た った 真 の税制 改 革… 一財 政 に お け る民 主 主義

の最 大問 題 とい って よい 公 平課 税 の実現 …一一の ため の 具体 的 課題 が ど こに

あ るか を 事実Lし めす こ とに もな る。

第25表 は 国 民 平均 でみ た租 税 負担 の 状況 を しめ した もの で あ るが ,国 民

1人 当 り平均 負担額 に お い て も}ま た 国民 所 得 に た いす る負担 率 に お い て

も,つ ま り相 対 的 に も絶 対的 に も,租 税 負担 の …般 的 な増 大傾 向が一一一通

貨価 値 の低 下 を考 慮 に 入れ て もな お～ 年 々す す ん で い る こ とを しめ て い

る。1990年 度(当 初)に つ い てみ る と,国 民1人 当 り租 税 負 担額 は約75万

円(う ち,国 税49万200(1円,地 方税25万8000円),ま た租 税 負担 の対 国民 所 得

比 で も約28%に も及 ん で い る。 また,い わ ゆ る国民 負担(率)で み て も同

様 であ る こ とは す で にみ た とお りであ る((3)の9の 第5表) 。

だ が問題 は,こ の よ うな租 税 負担 の増 大 が ,国 民 を構 成 す る諸 階 級 ・階

層 の担 税 力に応 じた 公平 な課税 をつ う じて では な く,多 かれ 少 なかれ 不公

平 な課税 をつ うじて実 現 され て い る点 に あ る。 一 方 に おけ る大 衆課 税 の強
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化 と,他 方 に お け る資本 優 遇課 税(税 制)が そ れ で あ る。

14

大 衆 課税 の 強 化 の 第1は,所 得税(含,住 民税)の 大 衆 課 税 化 に よる勤

労 国民 へ の 重 課税 で あ る。 た とえば,や や 占い時 期 に遡 るが,第26表 は所

得階 層 別 の 所 得 税 負担 の 分布 状 態 を戦 前 と戦 後 で比 較 対 照 した もの で あ

る。 み られ る よ うに,戦 前(193年)で は課 税 対 象外 で あ った 低 所 得階 層

(50万 円以下)に まで,戦 後(1965年)で は所 得税 が課税 され る よ うに な り,

しか もそ の比 重 が所 得税 納税 人 員全 体 の47.4%を も占め てい る。この結 果,

所 得税 納 税 人員 の推 移 で も,戦 前(193年)の 約68万 人か ら戦 後(1965年)

第26表 所得階層別の所得税負担分布

30万 円以下

50

7()

lUO

200

500

1,000

?,QOO

//

//

〃

//

//

2,000万 円超

合 計

納税人員

万人

17.74

(26.1}

2().7(1

(30.5)

18.39

(?7.1)

8.61

(12.7)

1.66

×2.4)

O.56

(U.8)

O,27

(O.4)

5年 度 1965年 度

所得税額 納税人員 所得税額

億円 万人 億円
311..E 】06.74

(16.7) (1,7)

㎜ 　 ,74.6 553.58
} (3().7) (9.{})

9.92 4.x2.2 h91.37

(1.9) (24.2) (112)

21.67 321.3 1,02.24

(4.0) (17.2) (17.7)

58.50 11.44 1,581.87

{1(1.9)

100.Sl

(18,8)

74.27

(13.y)

7033

(13.1)

2UO.14

(37.4)

(9.3)

31.8

(1.7)

3.3,

(・2)1

・・6司

XO.0)

0.16

(o.{})

1,869,92

(lUU.U)

(3U.5)

1,121.59

(18.2

322.19

(5.2)

2()2.b2

(3.3)

195,28

(3.2)

67.93535.64

(IUU.o)(1(xl.o)

6,167.48

(1(,o.o)

悟 粕 躰 租税研究会r税 缶1研究参考資料」田9晒 ・



112商 経 論 叢 第26巻 第34号

所 得 税 ・

.._就 茎 養

1970壬F

1971

1972

19?3

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1981)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

出 所

住 昆 税 ・

1971年 度

1972

173

197

1975

1976

1y77

178

1y79

1980

第27表 所得税および住民税所得割の納税者数等の推移

(単位 万人)分轡豊轡 総鮒 盤1

198

1982

灘

/糊

2,817100.02,985

2,875102.13,ll3

t3,129111.13,291

3,372119,73,468

3,114110,53,342

3,X84109.53,45th

3,320117.93,564

;3,3(13117.33,74:3

3,536125.53,853

3,700131.33,936

3,889138.14,040

4,098145.54,147

4,281152.04,289

4,327153.64,216

4,3{}5152,84,297

4,402156.34,387

4,498159.74,485

4,538161.14,533

4,689166.54,593

100.05{,94

104.35121

11{}.35126

116.25259

11?.05,237

115.85,223

119.45,271

125,45,342

129.15,408

131.95,479

135.35,536

138.95,581

143.75,638

!41,25,733

144.05,766

147.05,807

150,35,853

15L95,911

153.96,011

100.D

100.5

100.

103.2

1(}2.8

102.5

103.5

1{)4.9

106.2

1{}7.6

108.7

109.6

11().7

112.;

113.2

114.O

l14.9

116.O

ll8,0

;前 出 『月報』

で は 約1,870万 人 へ 激 増 して い る。 この 期 間,総 人 口は1 .4倍,有 業 人 口は

L5倍 と さほ ど 大 ぎ な 変 動 は み られ な い(総 人]な らび に 有業 人 口は ,1935年

で それ ぞれ6,925万4,000人,3,X78万6,000人,ま た1965年 で9 ,803万 人,4,748万 人)

の に,ひ と り所 得 税 納 税 者 の み が,低 所 得 層 を 中 心 に 約27倍 も増 え た こ と

を 示 して い る。 こ の 事 実 を み た だ け で も,所 得 税 が 大衆 課 税 と して の性 格

を 著 し く強 め て い る こ と を 実 証 して い る。

こ う した 所 得 税 の 大 衆 課 税 化 の 傾 向 は,そ の 後 現 在 に い た る ま で ます ま

す 進 行 著 しい 。 た と え ば 第27表 に よ る と」1970年(71年 度)か ら88年(89

年 度)に か け て,所 得 税 納 税 者 数 は66.5%,住 民 税 所 得 割 の 納 税 者 数 は

53.9%増 え て い て}こ の 間 の 就 業 者 総 数 の 伸 び 率18.O%を は る か に!二 回 一,
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第28表 給与額等に対する課税最低限の割合の推移

区 分

1975年

1976

1977

1978

y

19$0

1981

1982

183

1984

198.E

1986

1987

1y88

189

1990

4人 世帯

給 宇額(A

下 円

2,849

3,161

:3,3y9

3,fil4

3,886

4,149

4,273

4,562

4,790

4,939

5,123

5,284

5,408

5,612

平 均 国

所 得

千 円

4,435

4,969

;),459

5,969

6,278

6.816

7,Uf}7

7,313

7,641

7,982

8,415

8,694

8,945

9,516

10,075

10,575

塵 税最低「量ヨ
千 円

1,83(1

1,830

2,015

2,015

2,1)15

2>01

2,015

21)15

2.01.E

2357

2357

2357

2,615

2,619

3,198

.3,19$

%
64.2

57,9

59.3

55.8

.>1

48.6

47.2

44.2

42.1

47,7

46.0
44.6

48.4

46.7

◎

(Bl
__

a

41.3

36.8

36.

33,8

32.1

29.h
r
vi7

27.b

2h.4

29.5

28.0

27.1

29.2

27.5

31。7

3U.2

(注)1.4人 世帯給 字額は,国 税庁 「民間給 与実態 調 査」に基 づ く扶 養

家 族3人 を有す る民 間給 与所得 者(i年 を通 じて勤務 した 者)の

給 与額 であ る。

2.平 均 国民 所得は,1人 当 り各年度国民所得を4倍 した ものであ

る。

3.課 税最低限は,夫 婦f2人 の場 合の計 数であ る。

て い る。 これ ら納税 者 の増 大分 は堵 然 なが ら低所 得 者層 であ り,そ れ だけ

所 得税 や住 民 税(所 得割)の 課 税 が ます ます 低 所 得 に 及 ぶ よ うに な って い

る こ とを物語 ってい る。

同 じこ とは,所 得 税 の 課 税 最 低 限 が 相対 的 に 年 々低 下(実 質的引下げ)

傾 向を た ど って い る点 に も示 され て い る。 第28表 に よる と,1975年 時 点 で

夫 婦 子2人 の標準 世 帯 の 課税 最 低限 が,平 均 給 与額 との相対 比 で64.2%,

また平 均 国民 所 得 との相対 比 で41.3%の 大 い さで あ った のに た い し,そ の

後 ほぼ 年 々低 下 して い き,88年 では 前者 が46.7%,後 者 が27.5%に まで落

ち こんで い るか らで あ る。

第29表 は,民 間 給 与所 得者(平 均給 学は 男子469万 円,女 子225万 円,合 計で

385万 円。なお,給 字所得は賞 学,手 当を含む)の 給 与階 級 別 分 布 とそ れ に 対
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第29表 給与階級別の所得者,納 税者,納 税額(1988年 分)

区分 避 翻 謹歯 橿 蛋 ヨ
200万 円 以 下

3{1()

400

5{Xl

BOO

800〃

1,000〃

1,500〃

2,{}O{)〃

2,0⑪0超

合 計

8572

1278

8a49
035

書561

3683

1256

891

188

67
　 　 　 ロ 　 　 り　 　　 　 コリ 　へ ヘ リ 　 ___-　

:37,y18

6

4

1

3

4

9

3

3

5

2

2

1

8

3

9

8

3

2

0

0

9
乙

り
乙

ー
ユ

ー
上

547

3 591

×74

§011

諺
560

36'7

2,401

3

9
白

一
〇

7
「

4

8

£
U

9
白

A
コ

4

ハ
U

(
汐

-

り
乙

-
↓

ー
ユ

ー
1

7,0

2,451

h,91fi

8,X38

8,6⑪9

8,425

12,6$2

34,441

0

4

3

5

3

5

3

0
0

nU

ハU

ハU

=
」

42.0

lOQ34,151 10081,962 100

(注)卜 記 は,「1年 を 通 じて 勤 務 し た給 与 所 得 者 」(民 間,源 泉 分)で あ る 。

出 所:『 国 税 庁 統 計 年 報 書 』,・i・i年 版,98,99頁 よ り作 成 。

応 した所 得 税 の納 税 状 況(納 税者,納 税額)を 示 した もの であ る。 これ に よ

る と,ま ず全 体 と して の納税 者 割 合(納 税者総数 ÷給 与所得者総数)は90.1

%に 達 し,最 低 ラ ン クの200万 円以 下層 です ら納 税 者 割 合はX4.7%に も達

して い る。 また,所 得 階 級 別 の構 成 でみ る と,500万 円以 下 の層 だけ で納

税 者 全 体 の72.7%を 占 め,そ の納税 額 も32.2%に 及 ん で い る。600万 円以

ドまでだ と,そ れ ぞれ83.1%,42.5%と な って い る。

以 上い くつ か の統 計hの 事 実 をみ て も,か つ ては"富 裕"税 的 な性 格 を

もって い た所 得税 が(た とえばわが国で も,所 得税の納税の 有無 とその金額が国

政の被選挙権 を制約す る制限選挙制度が存在 した),現 代 では 大 衆課 税 と して の

性格 を も った 租税 に 転 化 して い る こ とを物 語 ってい る。

こ うした所 得 税 の大 衆課 税 化 は,1987年 に始 まるいわ ゆ る税 制 抜 本 改革

(一部はす でに1984年 に着手)に よ って格 段 に推 進 され た。 国民 間 の資 本 主

義 的 な所 得 ・資産 格 差 が 著 し く拡 大 す るなか で,税 率構 造 の 「簡素 化 」「フ

ラ ッ ト(平 準)化 」 の 名 の も とに,公 平 課税 実現 の 有 力 な 一手 段 で あ る超

過 累進 課 税 の原 則が 大 幅 に骨 抜 きに され た か らで あ る。

や や 具 体 的 に い え ば,第 一 に所 得 税 な らび に 住民 税(所 得割)の 最 高 税
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率 が大 幅 に 引 下げ られ,ま た第 二 に 高額 所 得 へ の超 過累 進 課税 の適 用 が事

実上 廃 止 され た こ とが それ で あ る。 第30表 にみ られ る とお り,税 制抜 本 改

革 が ス ター トす る前q983年)の 所 得税 の税 率 は,課 税 所 得60万 円以 ト∩の

最 低 税 率10%か ら8,000万 円超 の最 高 税 率75%ま で,19段 階 の刻 み に な っ

て いた。 それ が84年 に小幅 の改 正が行 わ れ た あ と,87年 以 降 次 々に 大幅 な

改正 が 実施 され,89年 以 降 の現 行 で は,300万 円以下 の10%か ら2,000万 円

超 の50%の5段 階 へ 大幅 に 「簡素 化 」 され た。

この間,低 額所 得 ラ ソ クにつ いて も若 干 の税 率 引 下げ とな っては い るが,

イ ンフ レに伴 う名 目所 得 の上 昇 に 見 合 う程 度 にす ぎず,し た が って実 質 的

には税 率 据 置 とい って よい。 変 更の 中心 は,第 … に83年 時点 の最 高税 率75

%が89年 以 降 は50%へ 大幅 に 引 下げ られ た こ と,第 二 に,83年 時 点 では

2,000万 円超 の分 に つ い て も55%か ら75%ま で,5段 階 の 超過 累進 とな っ

て い た の が,89年 以 降 は2,{}00万 円 超 の50%で 頭 打 とな った こ とで あ る。

つ ま り,高 額 所 得 に対 す る累 進 課税 の事 実上 の廃 止 に よる大幅 減 税 で あ る。

これ は 第32表 で も うか が わ れ る とお りで あ る(た だ し,こ れは89年 の改Illに

よる分のみについての試算である)。

まr,た く同 じこ とが,地 方版 の 所 得税 と もい うべ き住 民 税(所 得割)に

つ いて もい え る こ とは,第31表 に み られ る とお りで あ り,特 段 の 説 明 を要

しない で あ ろ う。 こ うした 「抜 本改 正」 に よ って,所 得税 ・住民 税 の 大衆

課税 化 と不公平 課税 が格 段 に進 ん だ こ とは 明 らか であ る。

この よ うな所 得 課税 の強 化 とな らん で,大 衆課 税 強 化 の第2の 側 面 を な

す の が間 接税 の拡 大,強 化 で あ る。 一般 に間接 消費 税 は,そ の 本 来 の仕組

み そ の ものか ら して,所 得 逆進 的 な大衆 課 税 と して の性 格 を強 くも った租

税 で あ る。 間接 税 は,多 くの場 合,生 活必 需 品 に た い して所 得 の 大 小に か

か わ りな く同一 の税 率 で課 税 され るか らで あ る。 た とえば,酒,た ば こ,

砂 糖 な どの1人 当 り(あ るいは1世 帯当 り)消 費 量 は,所 得 の大小 に よ って

それ ほ ど大 きな差 は な く,し たが って 負担す る間 接税 の絶 対額 も大差 が な

いか ら,一 般 に所 得が 低 いほ ど,実 質 的 な税 負担(負 担率)が 必 然 的 に よ
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第32表 収入 階級 別の増減 税試算(夫 婦子供2ノ 、,共 働 ぎ)

年 間 収 入

(万FI,カ ッ コ内 弔均 値)

平均 576

1

2.

3.

1・

1:

1:
11:
11.

12.

ll:

il:
17.

(注 〕

一一一99(90)

100～149(131)

150～199(176)

21,0～249(225)

250、299(276)

aU(}一一一34y(324)

350～399(372)

400～449(423、

450～499(473)

50〔}～549(523)

550～599(573)

60{♪ 、649(622)

650r～ ・699(672)

7⇔{,㌔一749(722)

75{}、'799(772)

800へ 一899(845)

90(,～999(944)

消費税負担

負担額
(円)

39,400

4

3

3

5

7

8

0

3

5

8

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

7U()

400

2UU

200

UOO

goo

600

7{}p

800

〔100

41,400
2

4

4

9

9

5

.』
」
4

4

4

濯
寸

潰U

60U

70(1

800

200

700

aO{)

負担率
.蟹L

().6$

1.63

1.79

1.,'32

1.12

0.98

0.87

0,82

D.SO

O.76

D.73

().72

().69

0,67

().62

0.64

0.59

0.h9

減 税 額(円)

所得税

23,30()

o

o

!)

0

0

2,20()

19,4()(1

18,40U

19,800

22,0(}O

23,10()

25,4U{)

30,200

35,5{〕0

47,200

1劃

住民税

0

)

)

)

}

ー

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(

{

(

(

{

0

0

⑪

O

O

O

O

O

O

2

5

5

7

9

3

1

2

3

4

1

7

5

7

1

6

1

3

5

7

2

㎜

1

1

2

2

2

2

2y,400

3U,1Ull

総 額

44,500

()

0

0

0

U

9700

4

6

1

8

4

8

5

2

2

3

3

4

4

5

900

10()

700

300

2UO

6f}o

増 減税 額

(円)

f7,1[}U

14700

3

3

5

7

8

5

7

4

ワ
臼

り
乙

9
血

り
倫

-
⊥

4()0

200

200

000

400

7{}0

600

1UU

f:3()U
り
乙

震
U

▲

▲
5001▲10

32劃135・4・ ・」▲69

h2,9{}Uif1S

76,6001▲27

99,0001▲49

800

()UO

800

100

400

300

90{,

1夫 婦の収 入割 合は,世 帯主3分 の2,配 偶 者3分 の1と 仮定 した ものてある。

2脱 率3%の 消費税 の導 入,所 得税 と住民税は1989年 改 正に よる増 減税の試算てある。

出所1社 会党 「政策資 料lNo.263,38rl

り大 き くな ら ざるを えな い。 また,こ の間 接税 は,所 得税 を 負担 しな い所

得税 課税 最 低 限 以 下 の低 所 得層 に た い して も,一 様 に税 負担 を強 い る とい

う点 に お い てf大 衆課 税 的 性 格 が ぎわ め て強1,・。 した が って一般 に ←一部

特定の薯修品課税を除いて),間 接 税 の 強 化 な い し拡 大は,そ の ま ま大 衆 課

税 の強 化 と不 公 平課 税 の拡 大 とな る。

これ まで も物 品 税 な ど個 別 消 費税 の税 率 引上 げ や 課税 対 象の拡 大が 次 々

と進 め られ て きた が,「 税 制 抜 本 改 革 」 の一 環 と して の 消 費 税 の導 入に よ

って,間 接 税 をつ う じる大 衆 課税 が 飛 躍 的 に強 化 され た こ とは い うまで も

な い。 これ に よ って,わ が 国 の 間接 税 は,特 定 の品 日に限 定 して個 々に 課

税 され る個 別 消費税 にか わ って,原 則 と してす べ て の物 品 ・サ ー ビスに 一一
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律 に課 税 され る一 般 消費 税 中心 の税 制 とな った か らで あ る 硝 費税の しく

み と特徴については,(3)の11参 照)。

消費税 の所 得逆 進性 は,第32表 が 明 白に示 す とお りで あ る。 また,日 本

生 活協 同組 合連 合 会 の家 計 調 査(89年4月 ～90年3月)に よって も,年 間 の

消費 税 負担 額 は世 帯 平均 で104,137円,年 収 に 占め る割 合は1.6%,ま た 年

収 ラ ソ ク別 にみ る と,300万 円 未満 層 で年 収 の2.4%,500万 円未 満 層 で 同

1.8%,1,000万 円以 上 層 でば1.3%と な って い る。 消費 税 の現 行 税 率3%

が 今後5%,10%へ と引 上げ られ れ ば,こ う した 傾 向 が一段 と強 ま る こ と

は い うまで もな い。

91年 度 税 制 改 正 に よ って消 費 税 の …部 見直 しが 実 施(91年10月)さ れ る

こ とに な った がrみ な し仕 入れ 率 の 見直 し(2区 分か ら4区 分へ),申 告 ・

納 付 回 数 の増 加(年2回 か ら4回 へ),入 学 金 な ど教 育 関連 や 身 障老 用 品 な

ど福祉 関連 の非 課税 範 囲 の一部 拡 大等 のみ で,食 料 品 の非 課 税 が 見送 られ
　り

るな ど名 ばか りの 是 正 で しか な い。 む しろ今 回 の 見直 しは}内 容 の是 正 と

い うよ りは 、 国民 の 目を"益 税"問 題(簡 易課税制度をつ うじて,業 者が消費

税の一部を懐に 入れ る)に 殊 更に 集 中 させ る こ とに よ って・所 得逆 進 性 とい

う消 費税 の根 本 問題 か ら 目をそ らす 効 果 を狙 った もの とい って よい。 不公

平 課税 とい う点 で,大 部 分の 国民 に と って"悪 税"と い うべ き消費税 は い

った ん 全 廃 し,代 りに奢 修 品 中心 の 高率 の間 接 税 で置 き換 え る(物 品税の

復活)必 要 が あ る。

これ まで に述 べ て ぎた所 得税 の大 衆課 税 化,間 接課 税 の強 化 につ い で,

大 衆課 税 強 化 の代 表 的 な第3と して あ げ なけ れ ば な らな い のが,現 代 の 国

家 独 占資本 主義 に特 有 の,多 か れ少 なか れ慢 性 的 な イ ンフ レー シ ョソの進

行(物 価の連続的な騰貴)下 に おけ る 自動 的 な大 衆増 税,い うところ の"増

税 な き増税"の 進 行 で あ る。 そ のか ら く りの 一 つはr慢 性 イ ンフ レ下の 名

目所 得 の上 昇 の ため に,課 税 最低 限 が 事 実 ヒ自動的 に引下 げ られ る こ と,

二 つ に は所 得税 や 住 民 税(所 得割)に 適 用 され て い る累 進 税 率 がfこ れ ま

た事 実 上 自動 的 に 引Lげ られ る こ とに あ る。
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X33表 社会保障負担の割合

1983

1983

1983

1983

1982‾ 一一3

1982～3

　　　　へt1

-._1982～3

保 険 料

事 業 妄

35.7

21.

1;i.4

1.0

22,6

17.9

26.3

国庫負担

34.227,4

50,425,4

48.334.(1

43.846.{}

15.363.7

34.334,9

23.955.6

28.929。2
._.L

出所=総 理府 『祥会保障統 計年報』1989年 版 ,352-3頁

資産収 入
そ の 他

2.7

2,7

?.2

9.3

9.7

8.3

2.6

1,i.6

い い か え れ ば,名 目賃 金(所 得)は 上昇 して も イ ンフ レで実 質 賃金(所

得)は 不変 な い し据 置 であ るの に,税 率 が累 進 性 とな って い るた め
,名 目

賃 金 の 上昇 に 見合 ってtヨ リ高 い税 率 が課 せ られ,あ る いは これ まで非 課

税 で あ った者 も課 税 最低 限 を超 え て課税 され るよ うに な るため で あ る
。 こ

れ は累進 課税 が悪 いか らで は な く,慢 性 イ ン フ レの ため であ る こ とは い う

まで もな い。 こ う して,い わば 自動 的 に,す なわ ち税 法 上の増 税 が な くと

も・ ひ と りで に大 衆増 税 が進 行す る仕組 み に な って い る こ とであ る
。

この よ うに・ 実質 所 得 は,イ ンフ レに よる物 価騰 貴 に よ ・,て帳 消 しされ

て全 然増 え な いのに ・ 徴収 され る税 金 のみが 自動的 に増 え続 け る こ とに な

る。 この種 の増 税 を チ ェ ック しよ うとす るの が ,い わ ゆ る 「物 価 調 整 減税 」

と啄 ば れ る もので あ るが,こ の意 味 では それ は積 極 的 な減 税 で は な く,た

んに 消 極的 な減 税 であ るにす ぎな い。 す な わ ち,イ ンフ レ ドで ひ と りで に

進行 す る 大衆増 税 を,せ いぜ い一 時 的 に緩 和 す るにす ぎな い。 しか も,こ

の 「物 価 調 整 減 税 」 で す ら,わ が 国 では い ま だ制 度(法 制)化 され て お ら

ずsそ の ため に この種 の大 衆 増税 も無 視 で きな い大 き さに な って い る
。 第

27～29表 も,そ れ を間接 的 に 反映 して い る とい って よい。

大 衆 課税 強 化 の第4は,主 と して 大法 人に よ る土 地 の投 機 的 買 占め に起
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第10図 勤労者世帯の税 ・社会保険料負担(実 収 入比,%)
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出所.前 掲 『日本の財政』1990年 版,103頁

因す る一 一さらに遡れば土地 が商品であるこ と自体に起因す る 地価暴
ら う

騰 のあお りを うけて,「 生存権 的財産 」 ともい うべ き小規模 な土地 ・家屋

にたいす る固定資産税や相続税が所得の伸びをは るかに上 回 って急増す る

内容の大衆課税強化である。

すでに述べた よ うに,そ もそ も固定資産税や相続税は一定の特例が設 け

られ てはい るが,免 税点は事実上ないに等 しく,あ るいは小規模な 「生存

権的財産」 と大規模な 「投機的財産」 との区別を一一切行わずに,画 一的 に

課税 され てい る(税 率は固定資産税が評価額にたいしてL4%の 標準税率,相 続

税が超過累進税率)点 に現行法上 の大 きな問題 がある。 こ うした矛盾 と不公

平が,地 価高騰 に よって,い わば増幅 して現われた結果に よる大衆増税 と

い って よい。

最後に第5は,公 的負担 と りわけ社会保障負担 の増大 とい う形を とった

事実上の大衆課税 の強化である。社会保障制度の充実を否定す る者は誰 も

いないが,そ れ に要す る財源 が,国 庫負担 や企業負担 よ りも,主 として大

衆 負担 の増大 とい う形 で進 め られてい る点に問題 がある(第33表 参照)。年

金,医 療,雇 用(失 業)な どの社会保険粁 一 一形を変えた税金一 一が,「 高

齢化社会」 にそなえるための 「年金制 度の一一元化」,「自助努力」「受益者

負担 」hの 名 の もとに年 々引上げ られ る傾向一 一しか も,ほ とん どの場
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合 一律 負担 と して,き わ め て所 得逆 進 性 が 強 い形 で一一 が強 ま って い る
。

それ は例 え ば,(3)の9の 第5表 で も明 らか であ る。1970年 度 か ら89年 度

に い た るあ いだ,X9.7%増 え て い る 国民 負担 率(国 民所得比)の なか で
,

租 税 負担 率 が1/!%増 え て い るの に た い して,社 会保 障 負担 率 は113 .0%

と急速 で大 幅 に増 え てい る こ とに示 され て い る。 また,源 泉徴収 に よ って

給 与 か ら控 除 され る社 会 保険 料 が,現 在 では 所 得税 や 住 民税 を超 え るほ ど

の 負担 額 に まで達 して い る ことで も明 白で あ る(第10図 参照)
。 この よ うに

社会 保 障 負担 の 問題 は,社 会 保障 そ の ものの あ り方 の問題 で あ る とと もに,

広 い意 味 での大 衆課 税 強化 の__._.と い ケ観点 か ら も重 視 され なけ れ ば な ら

ない。

なお,公 的 負担 と して似 た よ うな性 格 を もった中央 ・地 方 の使 用 料 ・手

数 料 な ど,各 種 の 「公 共料 金 」 の値 上げ とい う形 を と った 事実 ヒの 大 衆課

税 強化 も,こ こに 含 め てお か なけ れ ば な らない。

な お,以L指 摘 して きた5つ の 大 衆課 税 強化 のほ か に ,赤 字 国債 の大 量

発 行 とい う形 態 を と った 事 実 上 の大 衆 増 税(こ れは結局, ,L述 の所得税}住

民税,消 費税,社 会保障負担,公 共料金の増大 となって現 われ る),巨 大 法 人 に

よる法 人税 の価 格転 嫁 な い し法 人税 の事 実上 の間接 税 化(租 税分に見合 う独

占価格のつ り1二げ 一哨 費者への負担転嫁一→実質賃金 ない し所得 の切下げ)な ど も
,

現 代 資本 主義 に特 徴 的 な大 衆課 税 強 化 の一 環 と して ,こ こに挙 げ て おか ね

ぽ な らな い。

15

以上みて きた大衆課税の強化 とは対照的に,資 本 にたい しては種 々な課

税上 の優遇措置一 一租税特別措置一一 が施 され ている。

一一般 に 「租税特別措置」 とは
,個 人 もしくは法人にた い し税制上の特例

(特別)措 置 を も うけ ることに よって,特 恵的 な減免税 を施す ことを意味

している。それは,狭 義 には,租 税特別措置(特 例)法 に規定 された もの
くの

を さすが・広義 には,す でに所得税法や法 人税 法の中 体 則)に 組 み こみ
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ずみの実質的 な一一 税法上では特別例外措置 としては現われ ない一一一特別

措置を も当然含 めて とらえる必要 がある.こ の ように特別措 置は・特別法

に規定 されているか所得税法や法 人税法 の本則に規定 されているかを問わ

ず,国 家 に よる特恵的な減免税 であるか ら,実 質的 には,国 家に よる無償

の補助金ない し無利 子の融資 の提供 と同 じこ とである。両者は,形 が違 う

だけで実質的内容は同 じである。そ して,こ うした課税 上の特典 の享受者

が,ほ とん どもっぱ ら,高 額 ・資産所 得者 と独 占的大企業(両 者あわせて,

経済学上の用語でいえぽ独占資本)で ある点 に問題 がある。

政府 ・大蔵省の分類に よれぽ,租 税特別措 置は 目的別に,① 「貯蓄 の奨

励J,② 「環境改善,地 域 開発の促進」,③r資 源開発 の促進」,④ 「技 術

の振興,設 備 の近代化」,⑤ 「企業 の内部留保の充 実,企 業体質 の強化」

等紛 け られていも7.)きわめて抽象的敏 言でその 目的蕨 現 され てい る

が,要 す るに一 言でいえぽ,国 家が特恵的な減免税 を施す ことに よって,

大資本(独 占資本)を 中心 とす る資本蓄積 を補完,促 進す る点 に租税特別

措置 の本質 と基本的役割 ない し主要 目的があ るとい って よい。設備投資資

金 の拡充,産 業 立地条件 の整備,「 合理化」促進 と国際競争 力の強化,輸

出 と海外投資の促進,内 外資源の開発推進 な ど,具 体的な重点のお き方は

その時 の資本蓄積をめ ぐる内外の諸条件 いかんに よって軽重 がある として

も,そ こに一貫 して共通す るのは資本蓄積 の促進であ り,そ のための特別

の減免税であ ることに変わ りはない。 ここに も国家独 占資本主義の特徴が

よ く示 されてい る。

いずれにせ よ,こ うした意義 と目的 を もった資本優遇税制一一一個 人 ・法

人を含 めた独 占資本にた いす る特別の減免税一一 と,前 項で述べた大衆課

税 の強化 とが,現 代資本主義下の不公平税制 の本質的で一般的な特徴をな

し,基 本的な内容をな してい る。資本優遇税制 の具体的実態 を所得税,法

人税 ならび に財産税に一応分けてみ てお こ う。

A所 得税

まず 第一 に指摘 しなければな らないのは,す ぐあ とでみ る一連 の租税特
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第11図 利子所得課税の概要

〔抜本改正前〕 L現 行`88.4～ 〕

◎ 課 税 貯 蓄 ◎ 課税貯蓄
総合課税(源 泉微収

税率20%)又 は源泉
一 聯 伽卜

…律分離課税(20%)

国15%
分離課税(35%) 地 庁5%

◎ 非 課 税 貯 蓄
∩財形貯蓄(500万 円)

騨 需
(一一般 財 形)

0

◎ 非 課 税 貯 蓄
*老 人等に対する郵

(⊃郵便貯金(300万 円) 便貯金非課税制度
一 引距 (300万 円)

西

⊂)マ ル優(300万 円)
*老 人等に対する少

額貯蓄非課税制度
(300万 円)

*年 金 ・住宅財形

(500万 円)

O特 別 マル優

(30〔,巧円)

*老 人等に対する少

額公債利 弄非課税
制度(300万 円)

鴨

金融 類 似 商 品(雑 所 金融 類似商品(利 子所

得,… 時所 得等 と して 一一レ 得同様の20%・ 律分離

扱 う)課 税)

割引債 の償還差益

(Ifi%)
割引債の償還差益一 噌 レ

{1$%)

別措 置のみ な らず,現 行 の所得税制(法)そ の もの一 一た とえば税率構造

にみ られ るように一一一が・高額所 得にたい して大幅に課税を軽 減す るもの

とな ってい ることであ る。つ ま り,本 則 その ものの中に事実上の広義 の特

別措置が組み込 まれ ていることであ る。

所得税の税率構造 は一般に超過累進制 とな ってお り,こ の意味 で,公 平

課税実現のための重要 な原則をなす応能課税 が 形の上ではm応 貫かれ てい

る。 いわゆ る抜 本税制 改革前(第30表 参照)ま では,か な りの程度 までそ

の よ うに言 うことがで きた。だがそれで も,国 民 間におけ る所 得 ・資産格

差 の拡大を考慮に入れれば,応 能課税 を実現す るに充分な超過累進制 とは
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決 してい えなか った。 最 高税 率 がそ れ で もなお低 く頭 打 ち とな ってい る こ

と,高 額 の課税 所 得 ラ ソ クの刻 み が なお緩 や か す ぎ る こ とな どの 点 にお い

て で あ る。 この意味 で,課 税 の 公平 を前 進 させ よ うとす るな らは,累 進 制

が一 層強 化 され なけ れ ば な らない に もか か わ らず,税 制 抜 本改 革 に おい て

逆 にそ れ が大 幅 に後退 させ られ,そ の結 果,所 得税 に おけ る課 税 の 不公 平

が 大 き く拡 大す る こ とに な った こ とは す で に前項 に おい て詳 しく述 べ た と

お りであ る。 い い か えれ ば,一 一方に おけ る大 衆課 税強 化 の反 面 で,資 本優

遇 課税 が 一層強 化 され た こ とを意 味 して い る。

くわえ て問題 なのは,こ うした事実 上 の特別 措置 のほ かに,高 額所 得一一

概 ね資 産 所 得 とみ な して よい 一 一一にた し・す る本来 の意味 の特 別 擾 遇措 置

が広 範 に 存在 して い る こ とで あ る。 こ こで資 産 所 得 とい うの は,高 額 の預

金 や公 社 債 の利 子,株 な ど有価 証 券の 配 当金(incomegain),_f二 地 ・株 式 ・

公 社債 な どの売 却 ・譲 渡 益Ecapitalgain}等 で あ る。

この うち利 子 所 得(預 頂金,公 社債の利 子等)に つ い てい え ば,そ の課 税

制 度 の概 要 は 第11図 に み られ る とお りで あ る。 こ こで も抜 本税制 改 革に よ

J,て 大幅 な改 正 が行 なわ れ た。

(1)抜 本改 革 前 まで は,総 合 ・累進 課 税 が本 則 と して 一応残 され て お り,

分離 課 税(他 の所得か ら分離 して 一律 の低い税率で課税)は あ くまで 選 択 に よ

る特 例 と され てい た。 それ が現 行 では,い ず れ も一 律 分離課 税 と して 一本

化 され,税 率 も従 来 の35%か ら,国 税 分15%t地 方 税 分(住 民税利 稽1)

5%,あ わせ て20%へ 引 下 げ られ た。

(2)ま た 従来 の少 額 貯蓄 非 課税 制 度 〔広義のマル優,第11図 抜本改正前の非

課税貯蓄)が 原 則廃 止 され,一 ・律 分離 課 税 に統 合 され た 。

(3)旧 マ ル優 の うち,老 人等(65歳 以L,母 子 世帯 障害 者世帯)に た い

しての み 従来 の枠 で存 続 させ,年 金 ・住 宅 財形 の制 度 が新 設(事 実 卜存締

され た 。

問題 は,こ う した 改正 が課税 の 公平 とい う観 点 か らみ て何 を 意味 す るか

で あ る。 これ に よって 不公平 課税 が い っそ う拡 大 した こ とは い うまで もな
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第34表 配当所得課税の概要

株

1回 の支払配 当の金額が25万 円(年1回

50万 円)以 トのもの又は発行済株式総数

の5%以 ヒの株式に係わ る配当

発行済株式総数の5%未 満の株式に係わ

る配当で 】回の支払配当の金額が25万 円

(年1回50万 円)未 満の もの

1回 の支払配当の金額が5万 円(年1回

10万 円)以 下の もの

券 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配

得 税

(2}

民 税

1,000万 円以 下

1,000万 円 超

1,00U万 円 以 下

LOOO万 円超

LOOO万 円 以 下

1,000万 円超

総 合 課

(20%の 源泉徴収)

一

税

総 合 課

(20%の 源泉徴収)

税

源 泉 分 離 選 択

(35%の 源泉徴収)

課 郵

確 定 申 告

(20%の 源泉徴収)

不 要

源 泉 分 離

(15%の 源泉徴収)〔 住民税5%〕

課

一

税

一}}㎜

10%(儒 託5%)

5.0(〃2.5)

d.8

0.4

2.0

1.0

(注)(1)配 当所 得を 蹟 と し酒 己当囎 以外の所得 と合わせた課欄 所手尋錨 がL。 ・⑪万r・燵 す

る までの配 当囎 の錨 についてIO% ・1,001)珊 を超 える鰯 の繍 につし・て5% 。
ω 配 当囎 を 蹟 と し酒 己当所得以外の所得r_わ せ課税総囎 金萄購 ・。。万円に達す る

までの配 当所 得の 金額について

(道府県}0.8%

(r行田丁木寸)2、(,%

L{1{IO万 円を超え る部分の金額 について

(道府 県)0.4%

(市町村)L(1%

ただ し・少額配 当については,配 当控除 の対象 とならない
。

い 。

まず第1は,従 来 まで本 則 と して制 度上 は一 応 残 存 して い た総 合 ・累 進

課税…一 公平 課税 実 現 の最 大 の原 則 とい って よい一一一が ,利 子所 得 にか ん

して完 全 に廃 止 され た こ とであ る。 これ に 代 る一 律 分離 課税 が 高額 の利 子
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所 得者 ほ ど有利 で あ り,大 幅 な減 免税 を意 味 す る こ とは説 明の要 もな い。

しか も第2に,分 離 課税 の税 率 が 従来 の35%か ら20%へ 弓「下げ られた こ と
くボ

で あ る。 これ に反 して第3に,少 額 貯蓄 非 課税 制 度 が原 則 廃 止 され た こ と

に よって,文 宇 どお り"少 額"の 大衆預 貯金 の利 子 が,こ れ まで の非 課税

か ら20%課 税 とな った こ とで あ る。 こ うして,抜 本改 正に よ って,高 額 利

子 所 得 に た いす る大幅 な減 免税,少 額 利 子 に た いす る新 規 の 大幅 増税 が実

現 され た とい わ なけ れば な らな い。

配 当所 得(株 の配当金,証 券投資信託の収益分配金等)に つ い て も,利 子 所

得 と同様 に特 例措 置 が 適 用 され て い る。

第34表 にみ られ る とお り,(1)少 額 配 当 につ い ては20%の 源 泉微 収 で納 税

免 除,(2)中 額 配 当に つ い ては,総 合課税 か35%の 分離 課税 の選 択,(3)高 額

配 当 につ い ては 総C7課 税 とな って は い る もの の,税 額 控 除 俵 の注1,2

参照)が 認 めP,れ,ま た㈲証 券投 資 信 託 は20%の 分離 課 税 とな って い る。

つ ま り,こ こで も公平 課税 実 現 の ため の 最 大原 則 で あ る総 合 ・累進 課 税

が 大幅 に くず され,く わ えて特 別 の 配 当税 額控 除 が 認 め られ る こ とに よっ

て,高 額 所 得 者 に集 中す る資 産 所得 と して の配 当所 得 に た い して 例 外的 な

減 免税 が施 され て い る。

株 ・L地 な どの売 却 益 と して の譲 渡 所 得 課税 につ い て も同様 で あ る。

株 式 な ど有価 証 券 の 譲 渡 益 課 税 に つ い て は,戦 後 シ ャ ウ プ税 制 に よ り

1947年 に総 合課 税 と され たが,譲 渡 益 の把 握 の 困難 性 とか証 券市 場 育 成 の

必 要性 を理 由に,53年 以降,原 則非 課 税 とされ て き た。 ところが,い わ ゆ

る リクILト 蝋 ・を契 機 に して,こ う した不 当な非 課 税 を利 用 し炬 鰍

益 金が 贈収 賄 の …大 温 床 とな って い た こ とに た いす る国民 的批 判 の高 ま り

に お され て,89年 よ り原 則課税 へ 改 正 され,申 告 分 離 課税 か 源 泉分 離課 税

の 選択 制(た だ し非 ヒ場株は前者のみ)と な った。

(D申 告 分離 課 税 実 際 の売 買損 益 を算 定 して確 定 申告 を行 い,譲 渡

益 にた い し所 得税20%,住 民税6%が 分離 課 税 され る。

(2)源 泉 分 離 課税 売 却 価 額 の5%(転 換社債は2.5%)を 譲 渡 益 とみ
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区 分

固f

長

期

人 短

期

区 分

法

人

≠

短

第35表 土地譲渡益課税の概要

_…..臓 墾 .二 「 『1989犀 一 』 　
82～87.9.3087。10.1～92 .3.31

そ の 年1月1日 に お い て そ の 年1月1日 に お い て 所 有 期 間5年 超 の もの

所 有 期 間10年 超 の もの(特 例)

譲 渡 所 得 額 に 応 じ,次 に よ り課 税 譲 渡 所 得 に 応 じ,次 に よ り課 税

咽1:　1欝 鯵㌶:lll購驚 凱
82～87.9.30i82.10.1～92 .3.31

そ の 年1月1日 に お い て そ の 年1月1日 に お い て所 有期 間5年 以 一ドの もの

所 有期 間10年 以 下 の もの(特 例)

次のいずれか 多い金額で分離課税

①4(,%相 当額(住 民税12%相 当額)

② 全額総 合課税を1た 場 合のL積 税額 の110%相 当額

1982.1.1-一

82～87。9,30

そ の 年1月1日 に お い て

所 有期 間 が10年 以 下の も

の

87.10.1～92,3.31

そ の 年1月1日 に お いて 所 有 期 間5年 以 下 の もの

(特 例)

駐)所 有 期 間2年 以 下 のL地 等 の 譲 渡 に つ い て

は,重 課 税 率 を30%と す る。

/D通 常 の法 人税 に加吏、てa譲 渡 利益 に たい し,)(}%の 比 例税率 で重課

期 ㌦ 叢熱 欝 翻 資す御)と して・次の要件をすべて満たす場合4こ

痴 適正価格以下の譲渡であること

② 宅地の造成が開発許1」∫又は優良宅地の認定を受けてい ること

3)譲 渡が公募の方法に より行なわれ た こと

⊥飼 蕊 曜1諦 講 確 芝τそ諜べ 　 『 一』』 一一,
1幽記以外の課 税の特例につ いては ,前 掲 『/l報』 の租 税特集i参 照。

な しxそ れ に20%の 所 得税 唯 民税は非課税)が 課 されt証 券 会社 が 源 泉 徴

収 す る。 い いか えれ ば 売 却価 額 の1%課 税 とい って よい。

この よ うに 形 の上 では …応 原 則 課税 へ 転換 した とは い え ,低 率 の比 例 税

率 に よる分 離課 税 であ る点 で,依 然 と して大 口投 資 家 に と って 大幅 な優 遇
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第12図 高額所得における所得階層別租税負担率

(東京都,1972年 所得)

鮒

90

(

税
率

8d

70

60

50

40

3U

20

10
D
m

(64.0} 嘩調

o'

μ

/所 得税 一E一個 人住民税 所得税

(壷 の
℃… 一 ♂27・5)醐 ＼i23・1)

所 得 階 層600万1,000万2,000万3,0UO万4,000万5,000万1億 超(門)
～ ～ ～1～

1,000万 以 下2,000万3,0()0万4,000万5,⑪00万

～

億

(注)「 総 合」 とは,優 遇措 置を廃止 して本則 どお り総合課税 した場

合,「 現 行」 とは優 遇措置に よる現実 の負担 率。美濃部 都政 ドの

もので 古いが,優 遇措 置が温 存強化 されて きた こ とを 考えれば

実態は 上図 と現 在 も変わ りない とい って よい。

(資料)東 京都新財 源構想研究会,第 二次報佑(1973,12)

(山本正男編 『都市財政改 革の構想』所収,;),69頁}

措 置 とな って お り,く わ え て公 社 債(転 換社債,新 株引受権付社債を除 く)1

証 券投 資 信 託,貸 付信 託 の受益 証 券 に つ い ては 従来 どお り非 課 税 とされ て

い る。 この 意味 で,キ ャ ピタル ゲイ ンに た いす る 不公 平課 税 の問 題 は残 さ
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れ た ま まであ る。 なお,未 実 現 の キ ャピ タル ゲ イ ンと しての 資産 再 評 価益

(含み益)課 税 につ い て は,後 述 の財 産税 の項 で 一括 と して取 り ヒげ る。

株 譲 渡 益 とな らん で キ ャ ピタル ゲイ ソの も う 一方 を なす土 地 譲 渡 益 の課

税 の概 要 は,第35表 にみ られ る とお りで あ る。

まず 個 人分 に つ い て い えば,一 般 の課 税 方 式(本 則)は,収 入金額 一取

得費 ・譲渡 費 用=譲 渡 益 か ら50万 円の特 別 控 除 を差 し引 ぎ,そ の 残額 の う

ち,長 期 の場 合は そ の2分 の1,短 期 の場 合は そ の全額 を総 所 得 金額 に 算

入 して課 税 す る こ とにな って い る。 つ ま り,不 完 全 な が ら も ・応 は総 合課

税 とな って い る。 と ころ が,土 地譲 渡 益 に つ い て もf第35表 にみ られ る と

お り,分 離 課税 の特例 が認 め られ て い る。

現 行(89年 ～)で は,長 期(所 有期間,5年 超)の 場 合,特 別控 除 後 の譲

渡所 得が4,000万 円 までの 部 分 につ い て税率20%(住 民税6%),4,UUO万 円

超 の 部 分 につ い て25%(住 民税7,5%),ま た短 期(5年 以一Dグ)場 合,投 機

的 なL地 売 却 を抑 制 す る とい う理 由で税 率 が よ り高 くな って い るが,① 譲

渡 益 の4〔}%か,② 全額 総 合課 税 した場 合の上 積 税 額 の110%の うち,い ず

れ か 多い方 の税額 に よる分離 課 税 とな って い る(法 人分は後述,第35表 参照)。

この よ うに ここで も,譲 渡 した 土地 の規 模 の 大小 や価 額 の 大小 とい う肝心

な点 を無 視 して(区 別は長短 の期間のみ),低 率 の比 例 税 率 に よる 分離 課 税

を特 例 と して認 め る こ とに よって,大 資産 家 に 有利 な減 免税 が施 され て い

る⑪

こ うした…煙 の優 遇 措 置 に よ って,い か に 巨額 の 不当 な減 免税 が お こな

わ才1てい るか は,第12図 に よって もきわめ て 明 白で あ る。 調 査 時 点 はや や

古い とは い え,「 租 税 特 別措 置」 が 基 本 的 に是 正 され な い ま ま存 在 しつ づ

け て い る こ と,ま た既 述 の とお り所 得税 の税 率 構 造 の 累進 制 が 大 幅 に骨 抜

きに され た こ とな どを 考え あわ せれ ば,こ の 図 に象徴 され てい る よ うな不

公平 負担 の 実態 は 現 在 む しろ拡 大 してい る とい って よい。

この図 は,「 特 別 措 置」 に も とつ く優 遇 措 置(長 期,短 期の譲渡所得の分離

課税 配当税額控除)に よ って な され る現 行 の課 税 方 式(現 行)と,こ れ ら
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優 遇 措 置 を廃 止 して本 則 どお り総 合 課 税 した 場 合(総 合)と を,比 較対 照

した もの であ る。 み られ る とお り,も し 「本 則 」 どお りに総 合課税 す れ ば

(総合),所 得 税+住 民 税 の 場 合,所 得 階 層1,000～2,000万 円 で49.9%,

4,000～5,000万 円 で67.6%,1億 円 で85.9%の 負担 率 とな るはず の ところ

が,現 実 に は(現 行),一 連 の 「特 別措 置」 に よる 課税 優遇 に よ って ・実

質 的 な負 担率 は それ ぞれ36.2%,27.5%,23.1%と な り,き わ め て 大幅 な

減 免税 とな って い る。

しか も,(現 行)の 実 質 税 負担 率 は,所 得階 層1,000～2,000万 円 の36。2

%を ピー クと して,そ の あ と所 得 が大 き くな るにつ れ て低 下 す る とい う所
(1(1)

得逆 進性 をす ら しめ してい るの であ る。 さ らに くわ えてrこ うした 国税 と

して の所 得税 に おけ る優 遇措 置 は,同 時 に 自動 的 に地 方税 関係 に も一 一地

方 交 付税 の減 少,な らび に個 人住民 税,法 人住 民 税,法 人事 業 税 の 減収 と

な ・,て一 一波 及 し,地 方 税 独 自の 「租 税 特 別 措 置 」 とあい ま って,"一 三割

自治"下 の慢 性 的 な財 源不 足状 態 と赤 字 構造 を い っそ う強 め る大 きな一 因

に な ってい る こ と も指摘 して おか なけれ ば な らな い。

B法 人税

この よ うな 「租 税 特 別 措 置 」 に よる優遇 措 置 は,上 述 の(個 人)所 得税

のみ な らず,法 人(所 得)税 の 分野 で もい っそ う広 範 囲 に存 在 して い る。

現 在 わ が 国 の法 人(営 利法人 としての 「普通法人」)税 は,い わ ゆ る 「法 人

擬 制 説 」 の 立場 に 基本 的 にた って,法 人税 額=法 人所 得(益 金 〈収入〉 一損

金 〈費用〉)x税 率,と して 課税 され て い る。 「法 人擬制 説 」 とは,法 人を

自然 人(こ の場合は株 主)と は別個 の独 立 した"実 在"と み なす 「法 人実 在

説 」 にた い して,法 人 を"擬 制"(フ ィクシ 。の とみ な し,こ れ を 自然 人

(株主)の た ん な る集 合体 にす ぎない とす る 立場 で あ る。

この よ うな法 人 観 か ら,課 税 上 で は,法 人の所 得 も結 局は 株主 に分配 さ

れ る性 質 の もの であ り,し た が って法 人には 独 自の担 税 力 は ない の で あ る

か ら,原 則 と して法 人 は独 立 の課税 主 体 で は あ りえ な い とい う結 論,あ る

いは 法 人 と株 主 に 同時 に それ ぞれ課 税 す る こ とは"二 重"課 税 で あ るか ら
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第36表 法人税率 の推移(%)

年8(}{)/円 以下
(資 本金1億 円以 下の法 人のみ)

～86年 度87年 度、89年 度

3LO…0…}

2&()・

(年700～800が 円の場 合)

4L3(聖0・254U.1440.04

年800万 円超

一　 _{　 一 一_

・86年 度

冊

87年 度～ 89年 度 90年 度～

43.30

33.3〔}

42,0()

32.DU

4U.OO

35.U{)

37.50

X2.92 51.55 1.U4

一→

49.98

(注)1.地 方税は標 準税率。道府 県民税 は法 人税額 の5 .0%,市 町村民税は同12.3%。

2.実 効税率は,税 込利益の うち30%が 配 当 と仮定,事 業税は翌期 の法 人課税 で損金算 入と

して算定。 なお,実 効税率の数値(計

民税,事 業税の合計であ る。

)は,国 税の法人税 と地 方税 の道府県民税 ,市 町村

回避 され ね ば な らない とい う結論 が み ちび きだ され る。 そ して実 際 ,こ の

"_一一一一一ii課税 を 「回避 」 な い し 「調 整」 す る と称 して
,第1に 法 人に よ る

配 当 支払 段 階 で,課 税 所 得 の うち 配 当 分 は留 保 分 よ り税 率 を軽 減(配 当軽

課税率)し(た だ し,1990年 度 より廃1L。 第36表 参照) ,第2に,配 当受 取 段 階

で も,個 人 の場 合 は 配 当 の… 定 率 の税 額 控 除(前 掲,第34表 参照),ま た 法

人の場 合は受 取 配 当 の 全額 益 金 不算 入(課 税対象の所得 と しない}な どの措

置 を と って い る。 この よ うに 「法 人擬制 説 」 は,税 法 上 も しくは 実 質的 な

一一連 の 「租税 特 別措 置」 を理 論 的 に 正 当化 す るた め の課税
Lの 論拠 と して

巧 妙 に 利 用 され て い る とい って よい。 給 与 所 得者(サ ラ リーマ ン)の 場 合

に は,「 必 要経 費 」 の控 除 す ら原 則 と して 認 め な いぽ か りか ,所 得税,住

民税,間 接 税 な ど"二 重""三 重"に 課税 す るの を認 め て い る こ と とは ま

った く対照 的 であ る。

法 人税 の税 率 は,従 来 は留 保 分 と配 当 分が 区 別 され て い た が,1990年 度

以 降 廃 止 され て… 本化 され,そ の結 果 現 行 では,基 本 税 率(年 度所得800万

円超,な らびに所得のいか んにかかわ りな く資本金1億 円超の場合)が37 .5%,

中 小 法 人へ の軽 減税 率(年 度所得800万 円以下で資本金1憶 円以下の場 合)が28

%と な って い る。 つ ま り,事 実 上,二 段 階 の 比例税 率 とな って い る。
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第37表 資本金階層別法人税負担率(1974年 度,百 万円)

区 分

A申 告 所 得 金 額

B租 税特別措置法適用所得

C法 人税法適用所得

D1実 質所得A+G+B

D2実 質所得A+G+B+C

E法 人 税 額

F法 人 住 民 税 額

G法 人 事 業 税 額

H合 計 税 額

鋤
糖

実
質
税
負
担
率

(%

法 人 税

法人三税

法 人 税

法人三税

法 人 税

A+G

H

1法 人三税

!._一___

E
瓦

H

軌

E
瓦

H
可
.

1,0UO

万 円 未 満

(39社)

72{)

31

23

82y

852

255

41

78

374

31.95

46.87

i

30.761

45.11

29,93

1,{1[)0

万 円 以 ヒ

(27社 〕

2,;331

59

118

2,f6

2,783

894

156

275

1,325

34.31

50.84

33.55

49.72

32.12

一 一 一一皿 π　

1億 円 10億 円 iOO億 円

以L 以 卜二 以 ヒ
(29社) (38社) (31社)

24,543 121,669 X90,879

3,190 13,114 94,622

2,331 29,08G 20n,539

30,663 149,134 654,140

32,994 1i8,22{) 860,68{)

9,195 44,748 179,153

1,508 7,X99 29,XO8

2,93D 14,351 68,640

13,633 66・698ギ277・301

33.47 32.90
i32 .02

49.62 49.Q4 49.56

29.99
1

一 π 一一 一 一

3U.U1

一_一 一一 一 　

?7.3y

44.46 X4.7} 42.3

2i.87 ;2:i.11 120・82

43.90⊥

一処1、41.3237・42

計

(164社 〕

640,142

111,{}16

238,097

837>431

1,075,529

234,245

38,812

SG,274

359,331

32.25

49.47

27.97

42.91

21.78

32.2233.41

」__一_一 一一_一__._

(注)法 人税,事 業税,法 人住民 税の税率を 単純に加算 した ものを 表面税率 と呼ぶ が,事 業税は翌

期の法人税 お よび事 業税の所得計算1二,損 金に算入 され るのて,そ の点 を調整 して算出 され た税

率を実効税率 と呼 んてい る。

出所:東 京都 企業税制調 査O/シzグ トチ ー一ム 「企業税制調査報告 書1(1978年2月)

(山本正男編 『都 市財政改革の構想』335頁)

まず 指 摘 しな けれ ば な らない の は,こ の よ うな法 人税制 そ の ものが,す

でに露 骨 な大 法 人企 業優 遇 の税制 とな って い る とい うこ とで あ る。 まず 第

一一に
,課 税 の公平 を 実 現す るた め に は,法 人税 の税 率 が 本来 な ら超 過 累進

税 率 であ って然 るべ ぎな の に,現 行 では 二段 階 の比例 税 率 とな ってい るた

め に,資 本 金1億 円以 上の法 人に つ い ては,資 本 金が 何 十億,何 百億 に た
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第38表 主な租税特別措置の利用状況

「 区 分

金

金

ー

入

当

保

噂

当

損

イ

引

ー

金益

引

艇

金

等

給

備

当

倒

準

己

職

任

輔

貸

退

責

受

金

金

金

金

却

帳

除

傭

備

備

備

腔

藤

騨
償
記
酬

轟

競

別
縮
醐

一
価

海

公

異

特

、圧

技

法
人
税
法
適
用
分

特
別
措
置
法
適
用
分

中 小 企 業 大 企 業
(資 本金10億 円未満) (資 本金10億 円超)

自万円 0 百万円 -p

499 1.2 42,629 98

1,584 iL

,一 73,521 97

{} U.U 78,114 1{}0

366 1.0 36,773 99

755 2.3 32,053 97

22 o.1 31,34;3 yg

227 4.3 5,1(15 95

() 0.() 23,459 100

1>247 5.1 23,083 94

251 1.8 14,{}3;i 98

17 (}.;i 3,426 99
_____一 一____1 一 一

..

X7.9

99.0

9

2

5

(注)11二 表は第37表 の中 のL,Bの}三 な内訳 てある。

2大 企 業,中 小企業の区分は引用 者に よる。

っす る大法 人 であ ろ うと,ま た 法 人所 得800万Fl超 の法 人につ い ては ,法

人所 得 が何 百 億,何 千 億 に た っす る大法 人 であ ろ うと,事 実 上 の 中 小法 人

企 業(軽 減税率が適用 される現行の税 法 上の中小法人は,現 実には中小 とい うよ

りは小零細法人にす ぎない)と 同率 の課税 です ます こ とが で ぎるか らで あ る。

す なわ ち,現 行 の 税制 では,資 本 金1億 円超 も し くは 法 人所 得800万 円超

で あれ ば,す べ ての 法 人 に同 じ… 定 率 の税 率 が 適用 され るか らで あ る。 こ

の こ とは,現 行 の税 制 と法 人 の規 模 別 資 本 金 ・所 得 金額 の実 態(前 出,第

3表 参照)と つ きあわ せ てみ れ ば,き わ めて 明 白で あ る。

くわ え て,「 抜 本 税 制 改 革 」 の一 環 と して,法 人税 の 基本 税 率 そ の もの

が 引 下 げ られ た こ とで あ る(第36表 参照)。 これ また,税 率 が比 例 税 率 であ

る ことを考 えれ ば 大 法 人 に ヨ リ有 利 に作 用 す る こ とは い うまで もな い。

さ らに 第 二にs現 代 の 巨大 株 式会 社 であ る大 法 人はs巨 大 な株 式 の発 行

者 で あ る と同 時 に い わゆ る 「機 関 保 有 」者 と して 巨大 な株 式 の保 有 者(株
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第13図 法人税の実質税負担率(%)

資本金区分203040%
一__.L.__一_一 ⊥__一_.____L__

1・・万円未満 ■ 31.47

ll8加 □[ニ コ3・ ・62

ll隔 円[[二=]32・67

1:lll考円[「 二 二1三]33.94

5岬 慮
円 口 「二=36・97

1-1・億円 □ 「=二]36・1・

1・-5・億円 □[==]34・72

5・-1・・億円■ 「=ニ コ33・5・ 、

1・・億円肚 ■[三 コ29.98

(注)実 質税 負担率 の算 出方法 につ いては,前

出 『都市財政改革 の構想』,332～3頁 参照。

出所:国 税庁 「83年 分税務統 計か らみた法 人

企業の実態」。

式の相互持 合)で もあ るか ら,先 述 の 「法 人 擬 制説 」 に も とつ く 「負 担 調

整 」措 置 と して の配 当軽 減税 率,配 当税 額 控 除,法 人受 取 配 当の益 金不 算

入な ど課 税 上 の特 典 を よ り大 ぎ く享 受 で ぎ るか らで あ る。 こ うして,現 行

の法 人税 制 そ の ものが,中 小 ・零 細 法 人企 業 や 個 人企 業 に くらべ て,大 法

人企 業 の実 質 的税 負担 を い ち じる し く軽 減,優 遇 す る もの とな って い る と

い わ なけれ ば な らな い。

さ らに くわ え て,… 連 の租 税 特 別措 置 に よってs大 法 人の租 税 負担 は さ

らに い っそ う軽 減,優 遇 され て い る。 優 遇 措 置 は,第37,38表 にみ られ る

とお り,税 法 上 か らい えば 法 人税 法適 用 分(事 実Lの 特別措置)と 特 別措 置
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法適 用 分 とに大 別 され るが,内 容r __からい えば,そ のほ とん どが 種 々な理

由 と方 式 に もとづ き,利 潤 を費 用(コ ス の 化 して,そ の 「益 金 不 算 入」

な い し 「損 金 算 入」 を認 め,そ れ に よ って課税 所 得 を政 策 的 に ヨ リ小 さ く

し・ そ の 分課税 を特 別 に減 免 しよ うとす る もの であ る。

(1)た とえば 貸倒 引 当 金(売 上債権 の若干の部分は回収不能 となる危険があ

るため,そ の貸倒の発生に備えて,売 ヒ債権の…定比率を引当金 として損金に算 人)

に つ いて い えば ・本 来は現 実 に貸倒 が発 生 した時 点 で ,課 税 所 得上 損 金 に

計1二す べ きであ るのに,現 行 税 法 では,現 実 に 発 生す る以 前に,し か も個

別 企 業 の実績 率 をは るか に超 え て損 金算 入 され て い る。

(2)ま た退 職 給 与引 当金(退 職 によって生 じる多額 の退職金に充当す るため

の引当金)に つ い て も,本 来 は 現 実 に退 職 が あ った時 点 で退 職 金 相 当額 を

損 金 計 上す べ きな のに,現 行 法 で は,実 際 の退職 金実 績 とは無 関 係 に,全

従 業 員が 自己都 合に よ り退職 した と仮定 した 場 合に支給 すべ き退 職 金 総額

の40%を,引 当 金 と して過 大に損 金 算 入す る こ とを認 め て い る。 この よ う

に,そ の他 の引 当 金,準 備 金 とあ わせ て利潤 の費 用 化が 広 範 に制 度 化 され

て い る。

(fl)特 別償 却(資 産の種類別に法定 された耐用年数に もとづき,J_iの 計算方

法で算出 され る普通償却にたい し,こ の通常の償却額を超えて行 うことを認亙)る制

度)に つ いて も同様 であ る。 これ は,使 用 開 始 の 年 度 な い しそ れ に 続 く数

力年 に,通 常 の場 合 に くらべ て特 別 大 幅 な償 却 費 の 計 上(損 金算入)を 認

め る もので,こ れ に よ って投 下 資本 の 早期 回 収 が 可能 となる だけ で な く,

当該年 度 の 利潤(課 税所得)が ヨ リ小 さ くな り,そ の 分納 税 額 が 減 免 され

る。 た だ し,こ れ に よる償 却 の早 期完 了 に よって,後 年 度 に は逆 に課 税所

得 が 大 き くな るか ら全期 間 を通 じてみ れ ば納 税額 は 不変 だ がa納 税 の年 度

間 に またが る繰 延 とな り,そ の間 国か ら無 利 子で 貸 付金 を 与え られ た と同

じ効 果 を もつ こ とに な る。

(4)圧 縮 記 帳 法 人が特 定 の収 益 で固 定 資産 を取 得 した場 合一 一国庫 補

助 金 保 険 金 等 で の取 得や 強 制 収用 に よる代 替 地取 得 な ど一 一,取 得価 額
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か ら一 定 金 額 を控 除(圧 縮)し て 帳 簿価 額 とす る もの で,こ の差 額 を 損 金

算 入す る こ とに よ って特 別 の 減 免税 を認 め る もの であ る。

(5)受 取 配 当 の益 金 不算 入 そ の仕組 み と理 由に つ い ては 上述 した と

お りだ が,89年 度改 正 に よ り,90年 度 以 降,益 金不 算 入割 合が80%に 圧 縮

され た。た だ し,こ れ に よ り 「法 人間 の垂 直的 統 合(親 会社 と子会社の合併)

を 促す こ と とな る等,企 業 の経 営形 態 の選 択 等 に対 して法 人税 制 が 非 中立

的 な効 果 を持 つ とい う弊 害 が 生 じるおそ れ が あ る」(政 府税調 「中間答申」,

88年4月)と い う理 由 で,持 株 割 合 が25%以 上 の法 人 か ら受取 る配 当 に つ

い ては 除外 され 丁従 来 どお り全 額 益金 不 算 入 の ま ま と され て い る。

(6)外 国税 額 控 除 これ も受 取 配 当益 金 不 算入 と同様 に,国 際 的 な 「二

重 課税 」(海 外進出を行っている法人にたい し,海 外で得た所得に外国 と国内で二

重に課税)の 排 除 を理 由に,実 質的 な過 大 控 除 を認 め,そ れ に よる特 別 の

減 免 税 を 行 うもの とい って よい。 外 国税 額 控 除 に は,① 直接 控 除 制 度(海

外で納 入した法人税等を,わ が国の法人税等か ら直接控除),② 間接 控 除制 度 晦

外の了・会社から配当を受取 った場合,そ の子会社にたいする外国税額の うち,受 取

配当に 見合 う金額 をその親 会社が納付 した とみな して控除),③ み な し税 額 控 除

(発展途 上国で特別に減免税が適用された海外進出企業の場合,そ の国で本来の課

税がなされたとみな して控除す る制度),④ タ ッ クス ・ヘ イ ブ ソtax-havenに

あ る子 会社 の税 額 控 除(香 港,マ カオな ど無税ない し軽い税です まされ るタ ッ

クス ・ヘ イブソに設 江された子会社が外国で納めた税額を,そ の親会社が納めた も

の とみ な して控除)と い う四つ の形 態 が あ る(詳 しくは,前 出,r'89年 報』,

166～187頁 参照)。

海 外 へ経 済進 出 で ぎるの はほ とん どが大 企 業 とい って よいか ら,外 国税

額 控 除 に よる過 大控 除 の 恩典 もほ とん ど大企 業 に 集 中 して お り,こ の意味

で,こ の制 度は 大 企 業 の海 外進 出を 国家 的 に促 進 す るた め の事 実上 の租税

特 別措 置の 一種 とな って い る。

以 上,簡 単 に解 説 した代 表 的 な い くつか の事 例 か ら明 らか な とお り,一

連 の 租 税 特 別 措 置 が,主 と して少 数 の大 法 人(独 占資本)を 税 制L特 別 に
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第39表 不公平税制是正による税収試算 (単位億円)

1国 税

項 目

(1)利 子 ・配当課税の見直 し(マ ル優制度は復活)

(2)配 当控除の廃止

(3)給 与所得控除無制限制度の改訂

(の 有価証券の分離課税廃止

(:〉)h地 の長期譲渡所得課税 の特例廃止

㈲ 社会保険診療報酬の特例廃止

(7)株 式時価発行益非課税の廃止

(8)受 取配当金不算 入,支 払配当軽課の廃止

ω)各 種引当金,準 備金の圧縮 と廃止

㊥ 特別償却,割 増償却の廃止

(ll)技 術海外取引特別控除廃止

(1z)試 験研究費の税額控除廃止

⑯ 外飼税額控除の合理化

(14)そ の他の大企業に対す る特別措置の廃止

金 額

14,264

320

:3DO

6,480

8,16;i

340

6,587

2,191

57,726

680

170

95(}

1,380

1,182

合 計

2地 方税

国税の特例等の廃止,圧 縮のはね返 り

地方税独 自の特例等の廃止,是 正

合 計

総 計

10ジヒ735億 円

4iリヒ9,568f;意Fヨ

2兆2,758億 円

7兆2,32fi億 円

17らll～3,061`意F『

(注)各 項 日,試 算の詳細 については,下 記出所の46～49頁 ,55～58頁 および同 会編`87年 報,

48～69頁,166～189頁 参照。

出所,不 公 平な税制 をただす会編,`89年 年報 『国民 サ イ ドか らの財源試算』8頁 。

優遇 し,そ れに よって人法人(独 占資本)の 利潤追求 と資本蓄積,「 合理化」

と経済競争力の強化ひいては海外経済進出を促進,助 成す る ものである こ

とはい うまで もない。 ここに も現代資本主義 を国家独占資本主義 と呼ぶゆ

えんが よ く示 され てい る。

この こ とは,資 本 金(企 業)規 模 別 に み た 「租 税 特 別 措 置」 の利 用 状 況

(第38表 参照)に もま った く明 白に示 され てい る。

この よ うに膨大 な 「租 税特 別 措 置」 に も とつ く減 免税 の特 典 が ,独 占資
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本 た る大 法 人企 業 に よ って ほ とん ど もっぱ ら享 受 され るた め,大 法 人企 業

に おけ る法 人税 の実 質税 負担 率(特 別措置に よって費用化 されている分を課税

所得に合算 した場合 の租税負担率)は い ち じる しく軽 減 され てい る。 そ れ を

明 白に立 証 して い るの が 第37表 な らび に 第13図 で あ る。 み られ る とお り・

法 人税 な らび に法 人三税 の実 質 税 負担 率 は,資 本 金5,000万 円 以 上～1億

円未満(第13図),あ る いは1,000万 円以上 ～1億 円未 満(第37表)を ほぼ ピ}

クに して,そ の あ とは 資本 金 が増 え るに つれ て租税 負担 率 は低 下 す る とい

う所 得 逆進 性 を す ら示 し,そ の結 果,も っ と も高 い負担 率 で あ って 然 るべ

き資 本 金100億 円以 上 の最 大企 業 が,逆 に最 低 の税 負 担 率 とす らな って い

るか らで あ る。

これ ら 「特 別措 置 」に よる減 免税 額 が,総 額 どの程 度 に達 して い る のか,

そ の正 確 な実態 と全容 は政 府 の公 式統 計 と して公 表 され て いな い がtそ の

額 が きわ め て 巨額 に達す るで あ ろ うこ とは推 測 に 難 くない ところで あ る。

た とえば,事 実上 この減 免税 額 を 示す 第39表 の試 算 に よ る と,所 得税 ・法

人税 等 あわ せ て,国 税 分 で10兆 円強,地 方 税 分 で7兆 円強,総 計 で17兆3

千億 円に も達 して い る。1989年4月1日 か ら強 行導 入 され た消 費税 の年 間

税収 が,89年 度 で3兆6千 億 円,90年 度 で5兆3千 億 円 であ る こ と と対 比

して も,そ の額 の大 き さが十 分 うか が われ よ う。

C財 産 税

資 本 優遇 税 制 の広 い意 味 で の一環 と して,最 後 に 指摘 して おか な けれ ば

な らな い のは,大 規模 ・高額 資産 に たいす る財産 税一一 と りわ け 土地,株

式 の保 有税 と して の 国税 一一一が,現 行 の税 制 の中 に 欠落 して い る こ とで あ

る。 戦 後 シ ャウ プ勧 告 に よ り高額 所 得者 に た いす る所 得税 の補 完税 と して

1950年 に導 入 され た富裕 税(個 人の純資産の うち500万 円を超える部分について

累進税率 で課税)が,1953年 に廃 止 され て 以 来 で あ る。 近 年,日 本 経 済 の

「バ ブル(あ ぶ く)経 済 」 化 に た い す る国 民 的批 判 が高 ま るなか で,や っ

と92年 度 か ら,新 土 地 保 有税 と して の地 価税 が導 入 され る こ とに な った が,

これ も税 率 が低 す ぎ る うえ基 礎控 除 が高 す ぎ るな ど,ま った く不完 全 で形
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第40表 大法人への財産税の試算(億 円)

膿

L+

駿
時 価

(1989年)

3,719,97fi

税 額

74,399

2,195,705

15・915・681

43,914

118,313

ーに
収

鰍
減鹸
ω潟42

44」25

　4∴

「㎜ 一 一 『}一}』 一 一mr・--r- 一τTr一-

税増収 見込
(平年度)

31,798

㎜}鴨 凹囚一　㎜ ㎜ 』一 一 一一 一 一一_

18,ア70

-}四 』 一 一一_ _ 　　

57,745

出所1注 の(ゆ参照(た だ し,ヒ の表は引用老に よる作成)。

へ　レ

だけの財産税 にす ぎない。

いわゆ る億万長者 にみ られ るとお り,大 規模 ・高額 な土地 と株式の保有

は,現 代におけ る富 と所得の膨大な格差を象徴的に表現す るだけ に一 一こ

の種の擬i制資本が 巨富の象微的表現 とな っていること自体
,現 代資本義 の

　　　 　

「寄生性 と腐朽化」 を よく証明 してい る一一一,こ れに対 する課税が放置 さ

れ,あ るいは放置 され ているに等 しい状況にある ことは,そ れだけで現行

税制が資本課税 を優遇 し,重 大な不公平税制 であ ることを意味 してい る
。

現行 の主な財産 税 と しては,国 税 では新地価税 のほかに相続税があ るが
,

個 人のみ で法 人には存在 しない とい う問題 に くわえて,課 税 の仕方が 「生
itき 　

存権的財産」 と投機的,利 殖的な財産 とを区別せず画一的に課税 され てい

るとい う重大な不公平性があ る。 また地 方税 では固定資産税があ るが
,こ

れ も基本的に相続 税 と同様 の不公 平課税 とな ってお り 揃 号の⑳参照)
,両

者あわせ て早急 に是正すべ き重大な課題であ る。

それは さてお き,こ の種の財産税の欠落が,い かに 大ぎな事実上 の資本

優遇税制 を意味す るかは,そ れ を導 入 した場 合の一増収試 算(第40表)が
　ロ 　

よ く示 して い る。

この財産 税 は,① 課 税 物件 資 本 金10億 円以上 の大 法 人保 有 の 土地 な ら

び に株 式,② 課税 標 準 時価,③ 税 率2%の 比 例税 率
,④ 法 人税 の所 得

計算 上,こ の新 税 は 翌 期 に損 金 算 入(し たが って,平 年度において法 人税,法

人事業税,法 人住民税がその分減収 となる),と い う前提 で試 算 され て い る
。
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第4俵

LL地 〕

大法人への資産再評価税試算(i98S年 度分)

含
み

〔資
産
再
評
価
)
益

447兆 円 一15兆 円=432兆 円

時 価 簿 価(86年 度)

簿価 ×再 評価 倍率(修 正 値)

(85年 度)

L場 企 業 再 評 価 倍 率 ×公 示 地 価 ヒ昇 率

(86年3月)(87年7.7%,88年2L7%}

13兆5,372億 円 ×25。2×1.U77×1.21i≒447兆 円

t株 式 〕

249兆 円 …21兆 円 一228兆 円

時 価 簿 価(86年 度)

簿 価 ×再 評 価 倍 率(修 正 値)

(85年 度)

L場 企 業 再 評 価 倍 率 ×'F均 株 価L昇 率0

(86!殊孔3∫1}(過=差 ま2無 …1替aて36L.1%)

18兆a,237億 円x8.31xL615≒249兆 円

L-L地 〕+〔 株 式 〕=660兆 円(計)

上 　 　 　一 一 一 一 一 一 一一 一 一一 一一 幽 一 一一 一

資
産
再
評
価
税

(注)

出所:

〔一七地 〕

432場ヒF『×10%=三43.2リ ヒFヨ

(税 率)

〔株 式 」

228兆 円 ×10%=22.8兆 円

LL地 〕+L株 式 〕=66兆 円(計)

1「1、簿価は 大蔵省法 人企 業統計の資 本金10億F]以Lの 百藻1L2691

社,で 討 算。
/A時 価 ぼらびに 含み{資 産 再評価)益 は ,1988年1月 時点で計

算。

① 再評価 倍率は 日本証券経済研究所 の紺 谷典 臼 二任研究 員らが

東京証 券取引所 都 ヒ場企業(金 融 ・証 券を除 く)を 対 象に

8fi年3月 に調 らべた ものを修正。

④ ⑤の修 正には,国 晋=庁発表 の公示地価,東 証 平均株価1二昇率

を用いている。

「朝 日新聞ll988.4.24

これ に よ る と,第40表 に み られ る とお り,平 年 度 で 七地 の 場 合3兆1,798

億 円,株 式 の 場 合1兆8,770億 円,合 計 で5兆7,745億 円 もの 増 収 が 見込 ま
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れ る。 これ は 社会 保 障 費 の お よそ 半 分を賄 うに足 りるほ どの 金額 であ る。
　i

な お,あ わせ て1953年 以 来実 施 され ない ま まに な って い る大 法 人 の 含

み 資 産(時 価 一簿価!へ の 資産 再 評 価 税 を 実 施 す れ ば ,第41表 に み られ る

とお り,66兆 円 ほ ど の増 収(た だ し,こ れは当該年度のみ)も 見込 まれ る。

この額 は年 間 の 総 国税 収 入 に ほ ぼ 匹 敵 し,ま た現 在q990年 度末)の 国債

発 行残 高(累 積赤字)の ほ ぼ半 分近 くが一 挙 に 償還 で ぎるほ どの金 額 で あ

る。

大法 人に よる1.二地 の 買 占めや 「土地 ころが し」 が さほ ど 旨味 が な いほ ど

まで に,と 地 税 制(保 有,譲 渡,取 得課税 をあわせて)が 本 格 的 に 強 化 され

れ ば,上 地 の需 給 関 係 の緩 和 を つ う じて,地 価 を 相 当程 度 に抑 制 す る こ と

も不 可能 では な い。 こ う して,大 法 人へ の本 格的 な財 産税 の導 入は,不 公

T税 制 の是 正 のみ な らず,地 価 抑 制 と国民 生 活 の安 定,財 政 再建 に も大 き

く寄 与す る こ とに な るに ちが い ない。

(Pそ の 基本的原 因は,剰 余価値 と資本蓄 積 の法則 そ の もの にあ る
。 資本1.の

国家 に よる1再 分配1は,こ れ を 不変 の 大前提 と したEで の 事後的 介入if又 作

用)以fの もの ではないか らであ る。 前 出 『資 本論 』 第1巻 参照 。

(2)小 林 晃 『現 代財政論』,第3版,新 評論,第3章 第4節 参照

(:3)伺r財 政 再建 と税財政 改 革』,白 桃,一_3房。

ω 消費税法 の 一部改 止(91年10月1日 実 施)の 概 要は以 下の とお りで あ る。
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1簡易課税制度

適用上限

2限 界控除制度

適用上限

3免 税点

◆申告 ・納付回数

の増加

〈見直 し〉

売上高4億 円

卸売 り90%

小売 り80%

欝 羅 など}7・%
サ ー ビス

運輸 ・通信60%

不動 産 な ど

売 上高5000万 円以下

間糸内f寸3【口D

〈現 行弘

同5億 円

卸売 り90%

竺縫 雲}8・%

同6000万 』円 以 下

売上高3000万 円(現 行維持)

納付税額50・万円超傭 業都 年4回(中 年2回(剛 回)

4非 課税範囲の拡大

く新たな非課税品 目〉住宅家賃 教育(入 学金,施 設整備費,学 籍証明書手

数料,教 科書図書の譲渡)出 産 火葬 ・埋葬

身体障害者用品の譲渡(義 肢,車 いす,歩 行車,歩 行補助 ツエ,点 字器,補

聴器,改 造 自動車など)

、 第二種社会福祉事業(児 童厚生施設 ・母 子福祉施設 ・老人福祉セ ンター ・身

1体 障害者福祉セ ソターなどの経営事業,生 計困難 者のための住宅貸 し付け事

業や診療 事業な ど)

老鈍 福祉法 に基つ く在宅 サ ー ビス(ホ ームヘルパ ー,シ ョー トステ イ・ デ ィ

L_滋 二 堅 生 蔓__一 一 一一__一 一________.___

(5)不 公 平税 制 をただす 会編 『国民サ イ ドか らの財 源試算』,89年10月,31頁 。

(6)租 税特 別措 置法 の内容 につ いては,六 法全 書,『 税 務便 覧』(税 務経理協会1月

刊税経通信1臨 時増 刊号,別 冊付録,各 年度版)な ど参 照。

(7)前 出rH本 の 財政』,1990年 度 版,77頁 。 『財政 金融 統 計 月報』200,19頁

な ど参照

(8)マ ル優廃 止 の背 景につ いて は,前 出,拙 著 『財政 再建 と税 財政改 革』,185～

6頁 参照

働 拙稿 「『税』」 の階級性 一税制 改革 と リクルー ト問題 一一」,『国際 労働運動』

1988年11月 号参照。

O(》 くわ し くは,lll本 正 男編r都 市財政 改革 の構 想』,48～52,68～69頁 参照。

鱒 新 土地保 有税 と しての地価税 の概 要は以下 の とお りであ る。

1.国 内の土地 の保 有者,借 地 権者 が納税義 務 者

2.相 続 税路 線価 に よる評価 額 に().3%(導 入時 か ら1年 は(1.2%)の 税 率 で課

税

3.基 礎 控 除は,10億 円(た だ し,個 人 と資 本金1億 円以 下 の法人 は15億 円)
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また は1平 方 メー トル3万 円に面積 を掛け た額 の 大 きい方を選 択

4,非 課 税 範 囲 居住 用q,000平 方 メー トル超 の部 分,別 荘,役 員社 宅 な ど

を除 く),国,地 方 自治 体,公 共 法 人,公 益法 人 の所 有地,病 院 な ど民 間

所 有地 で 「高 い公益 的 用途 」 の 土地,農 地(「 宅 地 化す べ ぎ」 と区 分 され

た農地 を除 く),山 林,1平 方 メー トル当 た り3万 円以 下の 土地 な ど

5.92年1月1日 か ら国税 と して導 入

⑰ レー ニ ン 『帝 国 主義論』,第 八章 参照。

⑯ 前注(4)の 前掲 書31頁 。

⑭ 試算 の詳細 につ いては,同 上,59～77頁 参照

㈲1950年 の シャ ウプ税 制 改正時 に導 入 され た資産再 評価 税 は,1950,51,53年

に再評価 益 にた い して6%の 税 率 で課 税 され た。前 掲 『月報』,第456号,77頁

参照 。
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